
経済産業省

２０１９０６１８貿局第２号

輸出注意事項２０１９第２６号

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局

包括許可取扱要領等の一部を改正する通達を次のように制定する。

令和元年６月２５日

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹

包括許可取扱要領等の一部を改正する通達

包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け貿局第１号・輸出注意事項１７第

７号)、輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及

び注意事項等について（平成２４年４月２日付け貿局第１号・輸出注意事項２４第

１８号）、輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第

３２号・輸出注意事項６２第１１号)の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

この通達は、令和元年６月２７日から施行する。



 

 

輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達 

 

改 正 後 現 行 

 

本文及び別表１ （略） 

 

別紙 

輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分 

 

１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨物 

（１）～（９） （略） 

（10） 輸出令別表第１の５から 13 までの項の中欄に掲げる貨物（告示で定める貨物を除く。）であ

って、「と地域①」を仕向地とするもの（下記の（10 の２）、２の（15）、（16）及び（17 の２）から（19）

までに掲げるものを除く。） 

（10 の２）・(11) （略） 

 

２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物 

（１）～（11） （略） 

（12） 輸出令別表第１の５から 13 までの項の中欄に掲げる貨物（告示で定める貨物を除く。）であ

って、「ち地域」を仕向地とするもの（下記の（17 の２）から（19）までに掲げるものを除く。） 

（13）～（17） （略） 

（17 の２） 輸出令別表第１の７の項の中欄に掲げる貨物のうち、次のいずれかに該当するもので

あって、「と地域②」又は「ち地域」を仕向地とするもの 

（イ）貨物等省令第６条第ニ号に該当するマイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品のうち、

窒化ガリウムを用いた基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を使用し

たもの 

（ロ）貨物等省令第６条第十八号に該当する窒化ガリウムを用いた基板 

（ハ）貨物等省令第６条第二十二号から第二十四号までに該当する窒化ガリウムを用いた基板 

（18） （略） 

（19） 輸出令別表第１の 10 の項の中欄に掲げる貨物のうち、貨物等省令第９条第十六号イ又は

ロのいずれかに該当するものであって、「と地域②」又は「ち地域」を仕向地とするもの 

 

本文及び別表１（略） 

 

別紙 

輸出令別表第１貨物に係る許可事務の取扱区分 

 

１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の許可を行う貨物 

（１）～（９） （略） 

（10） 輸出令別表第１の５から 13 までの項の中欄に掲げる貨物（告示で定める貨物を除く。）であ

って、「と地域①」を仕向地とするもの（下記の（10 の２）、２の（15）、（16）及び（18）に掲げるもの

を除く。） 

（10 の２）・(11) （略） 

 

２ 安全保障貿易審査課において輸出の許可を行う貨物 

（１）～（11） （略） 

（12） 輸出令別表第１の５から 13 までの項の中欄に掲げる貨物（告示で定める貨物を除く。）であ

って、「ち地域」を仕向地とするもの（下記の（18）に掲げるものを除く。） 

（13）～（17） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（18） （略） 

（新設） 
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